
 広島市告示第５６９号  

令和７年１２月２５日  

  

広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条第１

項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により公印の押

なつに代えることを承認し、同条第２項の規定に基づき、告示します。 

 

広島市長  松  井  一  實         

 

文   書   名  
印影 を印刷す る  

公印の名称  

・遠距離通学児童・生徒に対する補助金の交付決定につ

いて  

・遠距離通学費申請書の審査結果について  

・高等学校授業料納入通知書  

・授業料の減免決定通知書  

・高等学校（全日制）授業料納入通知書兼納付書  

・高等学校（全日制）授業料納付書  

・高等学校授業料督促状  

・高等学校授業料催告状  

・広島市立広島みらい創生高等学校授業料・受講料納入

通知書  

・授業料・受講料の減免決定通知書  

・高等学校授業料・受講料納入通知書兼納付書  

・高等学校授業料・受講料納付書  

・高等学校授業料・受講料督促状  

・高等学校授業料・受講料催告状  

・寄宿舎使用料納入通知書  

・寄宿舎使用料の減免決定通知書  

・寄宿舎使用料納入通知書兼納付書  

・寄宿舎使用料納付書  

・寄宿舎使用料督促状  

・寄宿舎使用料催告状  

・教育委員会専用市

長印 

・教育委員会専用市

長職務代理者印 

・広島市実費徴収に係る補足給付費支給決定通知書  

・広島市実費徴収に係る補足給付費不支給決定通知書  

・施設等利用給付認定通知書  

・こども未来局専用

市長職務代理者印 


